
会員入退会取扱要領 

 

要領第３号 

 

（目的） 

第１条  公益社団法人常滑市シルバー人材センター（以下「センター」という。）定款第６条の規

定に基づく会員の入会及び退会に関して必要な事項を定める。 

（入会申込手続） 

第２条  センターの正会員又は特別会員（以下、「正会員等」という。）及び賛助会員になろうとす

る者は、入会申込書（様式第１号）を提出しなければならない。その際には、生年月日及び住所

を確認できる書類を提示するものとする。 

２  賛助会員になろうとする団体は、前項の入会申込書に定款及び登記事項証明書等を添付するも

のとする。 

３  会長が必要と認めたときは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。 

（入会の可否） 

第３条  センターへの入会の可否は、次に掲げる基準にもとづき、理事会において決定する。 

(1)  入会申込書及び添付された関係書類等から、センターの定款第５条各号の要件を満たし、

会員としてふさわしいと認められる個人又は団体であること。 

(2)  契約及び仕事の遂行に関して十分な能力を有し、成年被後見人又は被保佐人でないこと。 

(3)  反社会的な活動を行う団体又はその構成員あるいはこれに準ずる者でないこと。 

２  会長は、理事会において入会の可否が決定されたときは、入会決定通知書（様式第２号）によ

り、入会申込者に通知するものとする。 

（再入会） 

第４条  以前にセンターの会員であった者から再び入会申込みがあった場合には、前条のほか、次

の各号によるものとする。 

(1)  以前に会員であった者が再入会を希望する場合には、入会申込書に過去の入会歴及び退会

理由を記載して提出しなければならない。 

(2)  退会が、除名又は会長からの退会勧告によるものであった場合には、原則として再入会を

認めないものとする。 

(3)  以前の退会の際に未納の会費がある場合には、これを納入しなければ再入会を認めないも

のとする。 

２  他のシルバー人材センター会員であった者が入会しようとする場合には、前項第１号及び第２

号を準用する。 

（会員名簿） 

第５条  入会者は、会員の種別ごとに会員名簿（第３号様式）に登録する。 

２  会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲につ

いて、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。  

（入会金及び会費） 

第６条  会費の金額、納期等については、総会で定める会費規程によるものとする。 

（退会） 

第７条  会員は、定款第９条により、退会届（様式第４号）を提出して任意に退会することができ

る。 

２  前項の規定により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。 

３  定款第８条の規定により会員の資格を喪失した場合は、前項と同様に会員名簿の登録を抹消す

る。 

（補則） 



第８条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

附  則 

この要領は、公益社団法人常滑市シルバー人材センターの設立の登記の日（平成 24年４月１日）

から施行する。 

附  則 

この要領は、平成 27年７月 24日から施行する。 

 



第１号様式（第２条関係） 

 

公益社団法人常滑市シルバー人材センター入会申込書 

 

私（弊法人・団体）は、貴センターの正会員等（特別会員、賛助会員）として入会したいので、

（正会員として裏面の就業に関する事項について誓約し、）下記のとおり、書類を添えて申し込み

ます。 

記 

 

１  会員種別         ①正会員        ②特別会員        ③賛助会員 

 

２  添付書類 

①正会員及び賛助会員（個人）の生年月日、住所を確認できる書類（写しで可） 

（運転免許証等その他公的機関が発行したもの）※パスポート・住民基本台帳カード・健康保険証等でも可 

②特別会員          （役員就任時に提出する履歴書等の写し） 

③賛助会員（法人・団体）      （定款及び登記事項証明書、団体の規約等の写し） 

 

３  過去のシルバー人材センター会員歴 

（１）有  無         無い  ・  有り 

（２）有りの場合（  ア  当センター      イ 他センター（          シルバー人材センター） 

【退会した理由】 

１．病気（本人）  ２．シルバー事業を通じて就職  ３．その他で就職  ４．転居    ５．希望する仕事なし 

６．就業機会なし  ７．家庭の事情（介護など）  ８．会費未納  ９．加齢    10．他団体への入会  

11．センター運営に関する不満    12．不明      13．その他（                                      ） 

 

４  就業に関する誓約事項について   

     私は、裏面に記載されている「就業に関する誓約事項」を誓約の上、就業します。  

 

令和      年      月      日 

住  所                                                 

 

氏  名                                      ㊞   

 

【賛助会員】法人・団体名                                 

 

代表者名                                      ㊞   

 

所在地                                                   

 

公益社団法人常滑市シルバー人材センター 

会  長                  殿 

 

※裏面の「就業に関する誓約事項」を必ず一読の上、ご記入下さい。 



 

就業に関する誓約事項 

 

 私は、公益社団法人常滑市シルバー人材センター（以下「センター」という。）へ入会を申し込

みするにあたり、次の事項を誓約するとともに、これを遵守し、センターの事業発展に貢献する

よう努力いたします。 

記 

１ センターの基本理念・目的主旨に賛同し、定款、会員就業規約その他の諸規程等を遵守する

こと。 

２ センターの業務は、臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く）又その他の軽易な業

務に係る就業を希望する高年齢退職者のために就業の機会を確保し、及び組織的に提供するも

のと理解し、就業に際しての条件（配分金、就業時間、仕事の内容等）はセンターと発注者が

協議して決定したものに従い、これらのことについて発注者と直接交渉しないこと。 

３ 入会しても、すぐに就業できる保証はないこと。 

４ 会員と発注者あるいはセンターとの間には、雇用関係が成立せず、請負又は委任契約による

就業となり、労働基準法等の労働関係諸法規及び労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、

厚生年金保険等の社会・労働保険の適用がされないこと。 

５ 会員の就業中等の死傷病については、センターが契約する「傷害保険普通保険約款及びシル

バー人材センター団体傷害保険特約条項」の定めるところにより補償されるものであること。 

６ 就業上知り得た機密事項及び発注者の不利益になることは、他に漏らさないこと。 

７ 就業先において、センターからの指示事項以外の業務に従事することなく、常に安全就業に

心がけ、備品等を使用する際には必ず安全点検を行って、事故等を起こさないよう十分注意す

ること。 

８ 会員の故意又は重大な過失による賠償責任、又は、自動車の所有・使用もしくは管理に起因

する賠償責任が発生したとき等「シルバー人材センター総合賠償責任保険」で担保できない賠

償責任は会員が負うものとすること。 

 



第２号様式の１（第３条関係） 

 

公益社団法人常滑市シルバー人材センター入会決定通知書（控） 

 

貴殿（貴社・貴団体）は、本センターの正会員等（特別会員・賛助会員）として入会が認め

られましたので通知します。 

 

 

令和      年      月      日 

 

公益社団法人常滑市シルバー人材センター 

会  長                          ㊞ 

 

氏名（法人・団体名・代表者名） 

 

 

                                                  殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人常滑市シルバー人材センター入会決定通知書 

 

貴殿（貴社・貴団体）は、本センターの正会員等（特別会員・賛助会員）として入会が認め

られましたので通知します。 

 

令和      年      月      日 

 

公益社団法人常滑市シルバー人材センター 

会  長                          ㊞ 

 

氏名（法人・団体名・代表者名） 

 

 

                                                  殿 

 

 



第２号様式の２（第３条関係） 

 

 

公益社団法人常滑市シルバー人材センター入会可否決定通知書（控） 

 

 

貴殿（貴社・貴団体）は、本センターの正会員等（特別会員・賛助会員）として入会が認めら

れませんでしたので通知いたします。 

 

 

令和      年      月      日 

 

公益社団法人常滑市シルバー人材センター 

会  長                            ㊞ 

 

氏名（法人・団体名・代表者名） 

 

 

                                             殿   

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人常滑市シルバー人材センター入会可否決定通知書（控） 

 

 

貴殿（貴社・貴団体）は、本センターの正会員等（特別会員・賛助会員）として入会が認めら

れませんでしたので通知いたします。 

 

 

令和      年      月      日 

 

公益社団法人常滑市シルバー人材センター 

会  長                            ㊞ 

 

氏名（法人・団体名・代表者名） 

 

 

                                             殿   

 

 



第３号様式の１（第５条関係） 

公益社団法人常滑市市シルバー人材センター会員名簿（正会員） 

会員番号 入会年月日 会員氏名 住所又は所在地 退会年月日 摘要 

      

      

      

      

      

      

      

※ 摘要欄は、退会事由その他必要な事項を記入する。 

 

 

 

第３号様式の２（第５条関係） 

公益社団法人常滑市市シルバー人材センター会員名簿（特別会員） 

会員番号 入会年月日 会員氏名 住所又は所在地 退会年月日 摘要 

      

      

      

      

      

      

      

※ 摘要欄は、退会事由その他必要な事項を記入する。 

 

 

 

第３号様式の３（第５条関係） 

公益社団法人常滑市市シルバー人材センター会員名簿（賛助会員） 

会 員

番号 

入  会

年月日 

会員名 

住所又は所在地 退会年月日 摘要 氏名 

（法人名等） 

代表者名 

       

       

       

       

       

       

       

※ 摘要欄は、退会事由その他必要な事項を記入する。 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

 

公益社団法人常滑市シルバー人材センター退会届 

 

 

私（弊法人・団体）は、貴センター（正会員・特別会員・賛助会員）を退会したいので、届け

出ます。 

 

 

【退会理由】 

１．病気（本人）           ２．シルバー事業を通じて就職      ３．その他で就職 

４．転居                   ５．希望する仕事なし              ６．就業機会なし  

７．家庭の事情（介護など） ８．会費未納                      ９．加齢          

10．他団体への入会         11．センター運営に関する不満      12．不明          

13．その他（                                            ） 

 

 

 

届出日：令和      年      月      日 

 

 

会員番号            

 

 

 

氏    名                              ㊞     

 

 

 

 

公益社団法人常滑市シルバー人材センター 

会  長                      殿 

 

 

会員証添付場所 

 

 

 


